
令和５年２月 20 日

３次元起工測量及び３次元設計データの作成に要する費用の計上方法について（お知ら

せ）

このことについて、３次元起工測量及び３次元設計データの作成に要する設計単価を定

め、下記のとおり計上することとしましたのでお知らせします。

記

１ 適用範囲

（１） ３次元起工測量

ＩＣＴ活用工事において、３次元起工測量の費用を計上する工種

※ 港湾工事系の工種は、各試行要領を基に計上する。

（２） ３次元設計データ作成

ＩＣＴ活用工事において、３次元設計データ作成の費用を計上する工種

※ 港湾工事系の工種は、各試行要領を基に計上する。

２ 計上方法

（１） ３次元起工測量の費用

発注者指定型及び受注者希望型ともに設計変更で計上する。

ア ３次元起工測量の測量面積が、10,000m2 未満の場合（別紙１参照）

測量面積に応じた下表の金額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）

に計上する。

イ ３次元起工測量の測量面積が、10,000m2 以上の場合

諸経費を含んだ見積金額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）に

計上する。

（２） ３次元設計データ作成の費用

発注者指定型及び受注者希望型ともに設計変更で計上する。

ア ＩＣＴ土工、ＩＣＴ土工 1000m3 未満、ＩＣＴ小規模土工の場合

（ア） ＩＣＴ活用工事の対象土量の合計が、10,000m3 未満の場合（別紙２参照）

以下の計算式により算出された金額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術

管理費）に計上する。

y = 221052x0.1106 （ y : 金額※1 、 x : 対象土量※2）

※１ 1,000円未満は切り捨てる



※２ 受発注者協議により決定した、ＩＣＴ活用工事の対象土量

（法面整形を除く）の合計

（イ） ＩＣＴ活用工事の対象土量の合計が、10,000m3以上の場合

諸経費を含んだ見積額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）に

計上する。

イ ＩＣＴ土工、ＩＣＴ土工1000m3未満、ＩＣＴ小規模土工以外の場合

諸経費を含んだ見積額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）に計上

する。

※電子納品作成費、２次元図面照査、ソフト購入費は設計計上の対象外

３ 適用日

本通知日以降にＩＣＴ活用工事の協議が成立した工事から適用する。

４ その他

令和５年７月１日以降は、積算の手引き（高知県土木部）により計上する。

５ 問い合わせ先

技術管理課 （TEL 088-823-9826）



（別紙１）

３次元起工測量の対象範囲及び設計計上の方法について

１ 測量面積の決定方法

工事範囲を測量面積とする。

工事範囲 = 測量面積 = 1,345m2
1,345m2 ≦ 2,000m2



（別紙２）

３次元設計データの対象範囲及び設計計上の方法について

１ 対象とする土量の決定方法

ＩＣＴ活用工事計画書に記載された土量の合計とする。

ＩＣＴ作業土工（床掘）もＩＣＴ土工等の関連

工種としてＩＣＴ活用工事の対象とする場合、

床掘の土量も合計土量に含むことが可能。

V = 1,000 + 160 + 84 = 1,244m3

※法面整形は、合計土量に含まない。


